
　障がいのある人の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階にお
いて、①障がいのある人の心身の状況（障がい支援区分）、②社会活動や介護者、居住等
の状況、③サービスの利用意向、④訓練・就労に関する評価を把握し、その上で支給決定
を行います。

　障がい支援区分とは、障がいの必要性に応じて適切なサービス利用ができるよう導入された
障がいのある人に対するサービスの必要度を表す6段階の区分（区分1～6：区分6の方が必要
度が高い）です。
　障がいのある人の特性を踏まえた判定が行われるよう、80項目の調査を行い、審査会での
総合的な判定を踏まえ、浜田市又は江津市が認定します。

※障がい支援区分とは

障がい福祉サービスの利用手続

一定期間サービスを利用し、

①本人の利用意思の確認

②サービスが適切かどうか

を確認ができたら、評価項

目に沿った一人一人の個別

支援計画を作成し、その結

果を踏まえ本支給決定が行

われます。

相談・申込

サービス利用の申請

心身の状況に関する80項目の調査アセスメント

介護給付を希望する場合

障がい支援区分の一次判定

二次判定（審査会）

訓練等給付を

希望する場合

●地域生活 ●就労 ●日中活動 ●介護者 ●居住など

障がい支援区分の認定

地域相談支援を

希望する場合

サービス利用意向の聴取

審査会は、障がい

保健福祉をよく知る

委員で構成されます。

介護給付では区分1～6

の認定が行われます。

勘案事項調査

※18歳未満の児童

区分判定は当面行わず、

5領域11項目の聞き取り

調査等を行います。

暫定支給決定

訓練・就労評価項目 個別支援計画

審査会の意見聴取・サービス利用計画の提出

支給決定

医師意見書


